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「
１
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現

を
目
指
し
、
第
３
次
安
倍
改
造
内

閣
が
発
足
し
ま
し
た
。
今
回
の
改

造
で
は
経
済
の
再
生
に
軸
足
を
置

き
、
「
強
い
経
済
」
「
子
育
て
支

援
」
「
社
会
保
障
」
の
新
３
本
の

矢
を
重
点
に
推
進
し
、
50
年
後
も

人
口
１
億
人
を
維
持
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　

我
が
小
郡
市
で
は
、
今
後
５
年

間
の
進
路
を
決
め
る
、
第
５
次
小

郡
市
総
合
振
興
計
画
の
後
期
基
本

計
画
を
策
定
中
で
す
。
市
議
会
で

は
市
民
の
ご
意
見
を
最
大
限
反
映

さ
せ
る
た
め
、
担
当
常
任
委
員
会

毎
に
計
画
案
の
修
正
見
直
し
を
行

い
、
執
行
部
へ
積
極
的
に
提
言
し

て
い
き
ま
す
。

　

後
期
基
本
計
画
を
達
成
す
る
こ

と
で
、
皆
様
が
よ
り
安
全
で
住
み

よ
い
街
に
な
る
こ
と
を
心
か
ら

願
っ
て
い
ま
す
。（

田
中
登
志
雄
）

議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

入　

江　

和　

隆

副
委
員
長　

田　

中　

登
志
雄

委　
　

員　

後　

藤　

理　

恵

委　
　

員　

古　

賀　

敏　

彦

委　
　

員　

田　

代　

和　

誠

委　
　

員　

百　

瀬　

光　

子

外
国
人
等
へ
の
差
別
助
長
い
わ
ゆ

る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
取

組
の
充
実
強
化
を
求
め
る
意
見
書

（
議
員
提
出
議
案
第
３
号
）

　

昨
今
、
特
定
の
国
籍
の
外
国
人

や
人
種
、
民
族
へ
の
差
別
を
あ
お

る
、
い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

が
行
わ
れ
て
お
り
、
社
会
問
題
化

し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

最
高
裁
判
所
は
平
成
26
年
12
月

９
日
付
け
の
決
定
で
、
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
を
行
っ
た
団
体
の
発
言
を

人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
い
う
人
種

差
別
に
該
当
す
る
と
認
定
す
る
と

と
も
に
、
同
団
体
の
示
威
活
動
等

の
行
為
が
表
現
の
自
由
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
る
べ
き
範
囲
を
超
え
て

い
る
と
し
て
、
こ
の
行
為
の
差
し

止
め
を
命
じ
た
下
級
審
判
決
に
対

す
る
上
告
を
棄
却
し
、
確
定
さ
せ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
国
連
人
種
差
別
撤
廃
委

員
会
は
平
成
26
年
８
月
29
日
、
日

本
政
府
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
問
題
に
「
毅
然
と

対
処
」
し
、
法
律
で
規
制
す
る
よ

う
勧
告
す
る
「
最
終
見
解
」
を
公

表
し
た
。 

　

最
終
見
解
で
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
が
、

抗
議
す
る
権
利
を
奪
う
口
実
に
な

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と

し
、
「
社
会
的
弱
者
が
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
か
ら
身
を
守
る
権
利
」
を

再
認
識
す
る
よ
う
指
摘
し
た
。
そ

し
て
、
憎
悪
及
び
人
種
差
別
の
表

明
や
デ
モ
・
集
会
に
お
け
る
差
別

的
暴
力
に
断
固
と
し
て
対
処
す
る

こ
と
や
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
闘
う
た
め
適
切

な
手
段
を
と
る
こ
と
、
そ
う
し
た

行
為
に
つ
い
て
責
任
の
あ
る
個
人

・
団
体
を
捜
査
・
起
訴
す
る
こ
と

や
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
政

治
家
・
公
人
に
制
裁
措
置
を
と
る

こ
と
な
ど
を
、
政
府
に
勧
告
し
て

い
る
。 

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、

人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
勧
告
を

誠
実
に
受
け
、
適
切
な
措
置
を
図

れ
る
よ
う
、
実
効
性
あ
る
対
策
を

早
急
に
講
じ
る
こ
と
を
強
く
求
め

る
も
の
で
あ
る
。

教
育
予
算
の
確
保
と
充
実
を
求
め

る
意
見
書
（
委
員
会
提
出
議
案
第

３
号
）

　

子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
教
育
を

保
障
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
基
盤

づ
く
り
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

こ
と
で
す
。
少
人
数
学
級
に
つ
い

て
は
、
平
成
23
年
度
は
じ
め
、
30

年
ぶ
り
に
「
義
務
標
準
法
」
が
改

正
さ
れ
、
保
護
者
・
地
域
念
願
の

35
人
学
級
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

ま
た
平
成
24
年
９
月
に
は
、
「
子

ど
も
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
教
職

員
体
制
の
整
備
」
と
し
て
、
小
学

校
２
年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま

で
の
学
級
編
制
標
準
を
５
年
間
で

順
次
35
人
以
下
に
改
善
す
る
こ
と

と
い
う
教
職
員
定
数
改
善
案
が
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
実

現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
成
22
年
度
に
文
科
省
が
実
施

し
た
「
今
後
の
学
級
編
制
及
び
教

職
員
定
数
の
あ
り
方
に
関
す
る
国

民
か
ら
の
意
見
募
集
」
で
は
、
保

護
者
の
７
割
以
上
が
今
後
の
学
級

規
模
と
し
て
、
30
人
以
下
を
望
ん

で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
学
習
指
導
要
領
の
本

格
実
施
に
よ
っ
て
増
加
し
た
授
業

内
容
や
、
年
々
深
刻
化
・
複
雑
化

す
る
生
活
指
導
、
特
別
な
指
導
を

必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
へ
丁
寧

な
対
応
を
し
て
い
く
た
め
に
も
、

教
職
員
の
定
数
増
は
不
可
欠
で
す
。

　

さ
ら
に
、
三
位
一
体
改
革
に
よ

っ
て
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
国
庫
負
担
率
が
２
分
の
１
か

ら
３
分
の
１
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

以
来
、
自
治
体
の
財
政
を
圧
迫
し

て
い
ま
す
。

　

教
育
は
未
来
へ
の
先
行
投
資
で

あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
全
国
ど
こ

で
で
も
、
等
し
く
良
質
な
教
育
が

受
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
少
人
数
学
級
を
推

進
し
、
当
面
、
小
学
校
２
年
生
以

上
の
35
人
以
下
学
級
を
早
期
に
実

現
す
る
こ
と
、
教
育
の
機
会
均
等

と
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
に
、

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅

持
と
と
も
に
国
庫
負
担
率
を
２
分

の
１
に
復
元
す
る
こ
と
を
、
要
請

致
し
ま
す
。

意

見

書

12月定例会の会期日程（予定）

12/  1（火） 本会議（議案上程）

12/  3（木） 本会議（質疑）

12/  7（月） 総務文教常任委員会

12/  8（火） 保健福祉常任委員会

12/  9（水） 都市経済常任委員会

12/16（水） 本会議（一般質問）

12/17（木） 本会議（一般質問）

12/18（金） 本会議
（一般質問予備日）

12/22（火） 本会議（委員長報告
と質疑・討論・採決）


